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別紙様式第93号 l~ìi~1 
記録分類

放送大学 学 園 原 議 書

発送 |文書記号 放媛セ第0296号
種別 守ヤモ担・2払ロー

普通
l決裁: 平成30年9月26日

完結:

先方の文書 先方の文書記号

の年月 日 文書番号

学生団体による施設使用の取扱い基準

上記のことについて別紙のように.

平成30年9月26日 起案

制定の趣旨

制定
してよろしいか伺います。

キ喜宇「

愛媛学習センター

・学生団体による施設使用についての明文規定がなかったため整備する。
・従来の慣例による取扱いを明文化するものであり，実質的に取扱いを変更するものではない。
-明文規定がないために，これまでの慣例的な取扱いがあたかも対応した担当者の個人的な判断である
かのように受け取られることによるトラブルを避けることを目的とする。

学生団体への周知
・10月1日以降速やかにメール等により学生団体代表者に通知する。

文書担当係

owner
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平成 30年 9月29日

サークル代表者各位

放送大学愛媛学習センター所長

村上研一

学生国体による施設使用の取扱い基準等の制定

について

標記のととについて，下記の基準を別添ファイルのとおり制定いたしまし

たので，お知らせいたします。

つきましては，平成 30年 10月 l日以降はこの基準に従ヲて取り扱いま

すので，よろしくお願いいたします。

記

1.学生団体による施設使用の取扱い基準

2.愛媛大学城北キャンパス臨時駐車許f可証の取扱い基準

owner
ハイライト表示
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拶放送大学
擾娘学習センター

学生団体による施設使用の取扱い基準

放送大学愛媛学習センター(以下「センターjという。)が所有する施設の，学生

団体(愛媛学習センターに所属する学生団体および同窓会)による使用については，

以下の基準により取り扱う。

1.対象施設

次に掲げる施設を学生団体による使用の対象とする。

講義室 1，講義室2，講義室3，講義室4，多目的室，耕オ準備室，

会議室

2. 申請方法

指定の様式により，使用施設，使用目的，使用日時，使用責任者，使用人数

を明記の上

(1)使用希望日の3か月前から 3日前までの聞に申請すること

(2)使用目的は申請学生団体の活動に限定し，具体的に記述すること

3.審査の基準

学生団体から申請のあった施設使用は，次に掲げる条件を全で満たす場合に許

可する。

(1)センターの運営に支障のないこと

試験，面接授業，公開講演会等を実施する日は，当該行事に使用する施設以

外の施設で、あっても，当該施設を控え室等として使用する場合は学生団体によ

る使用を認めないことがある。この場合において，当該施設を控え室等とする

基準は，面接授業を実施する場合にあっては次のとおりとする。

①受講登録者の合計人数が 15人以下 1部屋

②受講登録者の合計人数が 16人以上 2部屋

(2)申請内容が学生団体の活動として妥当であること

(3)当該学期に4で示す注意事項に違反が無いこと

(4)同一日時，同一施設の使用申請が他の学生団体から行われていないこと

(先着順)

(5)使用許可後でもセンターの都合でこれを取消すことがある事を予め了承

すること

4.注意事項

(1)使用時間を厳守すること

(2)使用後は使用前の状態に戻すこと(必要に応じて「雑巾がけ」等の清掃を行

うこと)

(3)火災，備品の毅損に留意すること(損害賠償の対象となることがある)

本基準は，平成30年 10月 1日から適用する。



ヨダ放送大学
愛媛学習センター

愛媛大学城北キャンパス臨時駐車許可証の取扱い基準

放送大学愛媛学習センター(以下「センターjという。)に在籍する学生に対する

愛媛大学城北キャンパス(以下「キャンパスjとし句。)臨時駐車許可証(以下 f許

可証Jという。)交付については，以下の基準により取り扱う。

1.許可証申請事由

キャンパスは原則，学生の自動車での入構が禁止されているが，放送大学愛媛

学習センターに在籍する学生が，次に掲げる事由により，自動車による入構を必

ぐ 要とする場合に申請することができる。

L 

(1)心身の障がい等のため自動車以外では来所が困難であること

(2)学修のための物品等の運搬が自動車以外では困難であること

なお，単位認定試験，面接授業及び公開講演会等の実施に伴い立体駐車場を利

用することができるときは原則として許可証を交付しない。

2. 申請方法

許可証の交付を必要とする学生は，申請用紙に必要事項を記入し，センターの

窓口で学生証及び申請理由を裏付ける書類等を提示した上で申請用紙を提出する。

3.許可証の交付

申請事由を満たしている場合は， 1回につき 1枚の許可証を交付する。

なお，次項の注意事項に違反した場合は，当該学期中交付の対象としない。

4.注意事項

(1)交付を受けた学生は，許可証を他人に譲渡又は貸与しないこと。

(2)センターの利用が終わったら速やかにキャンパスから退去すること。

(3)キャンパス内の駐車場は愛媛大学の施設であり，他の利用者もあることに留

意し，マナーを守って利用すること。

本基準は，平成30年10月1日から適用する。
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愛媛大学城北キャンパス臨時駐車許可証交付申請書

平成年月日

放送大学愛媛学習センタ一所長殿

愛媛大学城北キャンパス臨時駐車許可証の受付を受けたいので，申請します。

申請者氏名

(学生番号)
(学生番号:

参加する学修活動及び心身の状倍，運搬する荷物の品名・個数等

申請事由

(具体的に)

提示書類
学生証 診断書

その他(

入構予定日時 月 日( R寺 分~ 時 分

車 名

車両ナンバー

一一一一一一誓約書一一一

下記控;軍事項を遵守します。 口 (誓約する場合はB

[注意事項1
1 交付を受けた許可証を他人に譲渡又は貸与しないとと

2 愛媛学習センターの利用が終わり次第速やかにキャンパスから退告する

こと

3 キャンパス内の駐軍場は愛媛大学の施設であり，他の利用者もあることに

留意し，マナーを守って利用すること

owner
ハイライト表示


